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団体情報から転記

1.助成申請情報

　民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（平成28年法律
第101号）に基づき資金分配団体として助成を受けたく、下記のとおり申請をします。
　なお、下記４に記載した誓約等の内容について相違がなく、これらの誓約等に反したことに
より、選定の取り消し等が行われることとなっても、異議は一切申し立てません。

■申請団体が申請に際して確認する事項

 

(１)申請資格要件（欠格事由）について

申請資格要件について確認しました

(２)公正な事業実施について

公正な事業実施について確認しました

(３)規程類の後日提出について※緊急枠の場合なし

規程類の後日提出について確認しました

(４)情報公開について（情報公開同意書）

情報公開について確認しました

(5)JANPIA役員との兼職関係の有無について

兼職がないことを確認しました





(S)JANPIA役員及び審査員との兼識関係の有無について

I兼口沿いことを確認しました

4 コンソーシアム構成団体が行政磯関から受けた指導命令等に対する措置の状況

団信名 攘導碁の年月日

該当なし 該当なし

Ill導寡の内容

該当なし

団体における鳩■状況

該当なし

［コンソーシアムに関する誓約欄の内容について誓約します



休眠預金活用事業 事業計画書 【2025年度通常枠】 ※採択された後の資金提供契約書別紙１の対象は、事業計画書の冒頭から「Ⅱ．事業概要」までとします。

基本情報

優先的に解決すべき社会の諸課題

○ (1) 子ども及び若者の支援に係る活動
① 経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援

○ ② 日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
○ ③ 社会課題の解決を担う若者の能力開発支援

⑨ その他
○ (2)日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動

○ ④ 働くことが困難な人への支援
○ ⑤ 孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援

⑥女性の経済的自立への支援
⑨ その他

○ (3)地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
○ ⑦ 地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援
○ ⑧ 安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援

⑨ その他

SDGsとの関連

誰一人取り残さない全員参加型の「地域循環共生圏」の形成を目指して

申請団体 資金分配団体
資金分配団体 事業名（主） ローカル・ゼブラ企業とリビングラボによるサーキュラー・エコノミーPlus(横浜版地域循環型経済）の推進

事業名（副）

その他の解決すべき社会の課題
脱炭素、ネィチャーポジティブ、サーキュラーエコノミーの推進

事業の種類3

ゴール ターゲット 関連性の説明

事業の種類4

領域／分野

事業の種類2

横浜サーキュラー・エコノミーPlusコンソーシアム コンソーシアムの有無 あり団体名
事業の種類1 ②ソーシャルビジネス形成支援事業

12.8   2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開
発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つよ
うにする。

空き家をDIYで改修し再生するプロセスを地域住民と共有。単なる「修理」ではなく、暮らしや街を自分たちでつく
るという意識を醸成し、持続可能な住環境を構築します。

_8.働きがいも経済成長も 8.5   2030年までに、若者や障害者を含む全ての男性及び女性の、完
全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、並びに同
一労働同一賃金を達成する。

サーキュラーエコノミープラスステーションでは、地域の高齢者や障害者が参画しやすい就労機会を創出。一人ひと
りの力を活かす現場を広げることで、地域と共に包摂的な経済を目指します。

_12.つくる責任つかう責任

_4.質の高い教育をみんなに 4.7   2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なラ
イフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、
グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発
への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発
を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。

サーキュラー・エコノミーPlusのアクションを題材に、子どもたちが現場で学ぶ実践型の授業を展開。地域活動家と
連携し体験や地域住民との対話を通じて、**「自分たちで地域を良くする力」**を育みます。

_11.住み続けられるまちづくりを 11.3   2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全て
の国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力
を強化する。

増え続ける空き家を地域の防災・福祉・交流拠点として再生。ワークショップやDIYを通じて、住民が主役となるま
ちづくりを実践しています。

必須

任意

申請時入力不要



Ⅰ.団体の社会的役割
(1)団体の目的 155/200字

(2)団体の概要・活動・業務 155/200字

資金提供契約締結日と事業開始日が異なります。原則として日付を一致させてください。
Ⅱ.事業概要

(終了)

事業概要

600/600字

SDGｓの１７の目標をオールラウンドに達成することを目指す「サーキュラーエコノミーplus」のビジョンを礎にして、地域の課題を地域の力で解決し、持続可能なまちづくりを実践していくための官民のプラット
フォームであるリビングラボ（主に横浜市内）の活動を民間の中間支援組織の立場からサポートすることを目的としている。

２０１８年５月に、横浜市内各地のリビングラボが集まり、結成された団体です。主な活動として、サーキュラー・エコノミーPlusのビジョンに共鳴する横浜市内のリビングラボに対して、伴走支援、人材育成支援、情
報発信支援を行っています。また国内外のリビングラボと連携して、リビングラボに関する研究や啓発活動も行っている。

_13.気候変動に具体的な対策を 13.1   全ての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱
性（レジリエンス）及び適応の能力を強化する。

空き家の防災拠点化にあたり太陽光発電や蓄電池を導入。災害時のエネルギー確保だけでなく、平時の再エネ利用を
通じて気候変動への具体的なアクションを地域に根づかせます。

なし

国外活動の有無 － 資金提供契約締結日 採択後の契約時に用いる欄です

本事業における、不動産（土地・建物）購入の有無
※助成金で土地の購入はできません。建物の購入（建物新築含
む）は原則できません。自己資金等で購入する場合は認められま
す。詳しくは公募要領をご確認ください。

実施時期

(開始) 2025/10/1 2029/3/31 対象地域

横浜市を中心とした全国

最終受益者

直接的対象グループ ◎障がい者、ニート、ひきこもりなどの就労困難者
◎学校や家庭に居場所が無い、就学が困難な子ども
◎身寄りのない高齢者
◎ローカル・ゼブラ企業
◎社会福祉法人、NPO法人、学校法人等

(人数)

就学・就労が困難な子ども・若者、身寄りのない高齢者を含む対象となるエリアに居住
する住民全員

(人数)

本事業は、ローカル・ゼブラ企業やNPO法人、社福法人、リビングラボ等の地域の活動主体が、サーキュラ―エコノミーplusの推進を通じて、経済的困難や孤独・孤立に直面しているあ
らゆる世代の市民の経済的自立と社会参加・連帯を支援し、地域社会全体のウエルビーイングの向上を目指すものである。本事業において資金分配団体は、①「サーキュラ―・エコノ
ミーPlus」のビジョンに共鳴するローカル・ゼブラ企業等を横浜を中心に全国から募り、事業全体を推進・調整するためのプラットフォームを形成する。また②ローカル・ゼブラ企業と
就労困難者とをスポットワークを通じてお見合いさせる「モザイク型ジョブマッチング」の仕組みを構築する。さらに③身寄りの無い高齢者や孤独・孤立に直面する子ども・若者が仲間
づくりを兼ねて、サーキュラ―エコノミーの活動に参加できる体験プログラムを創発する。一方、実行団体は、①空き家・空き店舗、休耕地や廃校などを活用し、事業推進の拠点（サー
キュラ―・エコノミーPlusステーション）を開設、拠点では②資金分配団体の支援を受けながら、あらかじめ選定したモデルゾーン内で、経済的困難や孤独・孤立に直面している市民を
主な対象とするサーキュラ―エコノミー分野での様々な取組を、一気通貫に展開することで「地域循環共生圏」を形成する。なお資金分配団体は、それぞれの「地域循環共生圏」を相互
に結びつける役割も果たす。



Ⅲ.事業の背景・課題
(1)社会課題 993/1000字

(2)課題に対する行政等による既存の取組み状況 180/200字

(3)課題に対する申請団体の既存の取組状況 197/200字

(4)休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 189/200字

Ⅳ.事業設計
(1)中長期アウトカム

横浜市では政策経営局が中心となり複雑・深刻化する社会課題に公民連携で取り組む視点から、本団体が掲げる「サーキュラ―・エコノミーPlus」のビジョンに注目し、当ビジョンに従って各地域の課題解決に自主的に
取り組む様々な団体やプラットフォームを、「リビングラボ」と呼称し、ゆるやかに支援してきた。なお個別のリビングラボに対する資金的支援は、これまで実施されていない。

当団体では、これまで主に地域に根差した中小事業者を中心に、自治会・町内会、NPO、市民団体等と連携しながら、個別の社会課題の解決手法を創り出し、それをリビングラボとして現場で実践してきたが、リビング
ラボ相互の連携や活動の持続可能性が課題となっている。そこで今、社会課題解決と持続可能な収益の両立を、群れをなしながら目指すローカル・ゼブラ企業のプラットフォームの構築に取り組み始めたところである。

休眠預金等交付金を活用することで、これまで収益性に課題のあったリビングラボの活動をローカル・ゼブラ企業による持続可能なソーシャル・ビジネスとして仕立て直すことができる。また横浜発のサーキュラーエコ
ノミーplusのビジョンや取組によって得られた成果（ビジネスモデル）を、370万人都市横浜において市内でのさらなる展開を目指すとともに、国内の他の地域へと広げて行くことが可能になる。

※事業終了３年後
本事業により、地域課題の解決をビジネスで担うローカル・ゼブラ企業が横浜を中心に全国的に育成され、相互に連携することで、ゼブラ企業に対する国民の認知が広がり、ゼブラ企業が地域課題をビジネスを通じて解
決できる社会環境が整っている。またモザイク型ジョブマッチングの仕組みを通じて、サーキュラーエコノミー領域での多様な働き方や関わり方が当たり前となり、障害や病気などに直面している就業困難者も、従来の
雇用にとらわれず地域で生き生きと働いている。さらに空き家や廃校など地域資源を活用した拠点では、サーキュラーエコノミーplusの実践が常態化している。その結果、身寄りのない高齢者に対する社会的セーフティ
ネットが構築されると共に、困難に直面している子どもや若者もサーキュラーエコノミーplusの体験プログラムを通して、他者とつながりキャリアを描ける環境が整っている。これらの成果を通じて、あらゆる世代の市民
が仮に孤独・孤立など困難に直面していたとしてもサーキュラーエコノミーによって、多様な形で社会とつながり、学び、働く機会を得る「地域循環共生圏」が全国各地で形成され、対象地域（地域循環共生圏）で暮ら
す住民全体のウエルビーイングも向上している。

東京のベッドタウンとして人口を急増させ、成長し続けた20世紀後半の横浜では、男性が稼ぎ手として東京で経済活動を行う一方、女性が主に専業主婦として家庭において家事・育児・老親の介護とともに地域活動の担
い手として家族や地域の相互扶助機能やコミュニティ形成機能を支えてきました。ところが21世紀以降、急速な少子高齢化と世帯の単身化の進展、共働き世帯の増加によって、こうした家庭や地域が支えてきた機能が低
下することで、すべての世代において孤独・孤立化が進展し、それぞれの世代で固有の課題が顕在化しています。子ども・若者では不登校やひきこもり、子育て世代では、虐待やネグレクト、育児不安、氷河期世代では
生活困窮や将来への不安、シニア世代ではいざというときの身寄りなし問題などが挙げられます。こうした社会情勢や市民のライフスタイル・ライフサイクルの変化に起因する多くの課題が顕在化する一方で、空き家、
空き店舗、休耕地、廃校の増加、公共交通網の脆弱化、水道・下水道など公共施設の老朽化など超高齢・人口減少社会の進展に伴い、市民の日々の暮らしを支える生活インフラの持続可能性の危機も指摘され始めていま
す。また都市化による生物多様性の消失、気候変動による自然災害の頻発や甚大化などの「地球規模の環境危機」に起因する課題も顕在化し、これらの課題がそれぞれ複雑化・深刻化しながら相互に影響を及ぼしあって
いるのが今の横浜の現状です。そうである以上、それぞれの課題は、一つの側面だけから解決しようとしても難しく、市民のライフスタイル・ライフサイクルの変化を踏まえながら、人口減少社会に相応しい形で、既存
の生活インフラの有効活用を行い、社会経済活動のあり方を環境危機に適応したサーキュラーな形に変えて行くといった、それぞれの視点を有機的に結びつけながら解決策を導いていく必要があります。本団体がこれま
でサーキュラー・エコノミーPlusのビジョンに基づき進めてきたリビングラボの活動は、複雑化した社会課題を構造的・分野横断的に可視化して相互関係を紐解き、多様な公民の主体の連携によって対策を検討・実践し
ていくことを趣旨としたものです。従って本事業の実施にあたっても「困窮者の自立支援」と「地域経済の活性化」、「気候変動への適応」といった複数の社会課題を一石三鳥で解くための方法や仕組みを生み出すこと
を旨としています。



(2)-1 短期アウトカム（資金支援）※資金分配団体入力項目 100字 指標 100字 初期値/初期状態 100字 中間評価時の値/状態 事後評価時の値/状態

(2)-2 短期アウトカム（非資金的支援）※資金分配団体入力 100字 指標 100字 初期値/初期状態 100字 中間評価時の値/状態 事後評価時の値/状態

①（本事業が育成した）ローカル・ゼブラ企業の数
②（本事業が形成した）ローカル・ゼブラ企業が連携
するためのプラットフォーム

①ゼロ
②ゼロ

①１００社
②１０

ローカル・ゼブラ企業が横浜を中心に全国的に育成され、相互に
連携することで、ゼブラ企業が地域課題をビジネスを通じて解決
できる社会環境が整っている。

モニタリング

①本事業により形成された「地域循環共生圏」の数
②対象地域（地域循環共生圏）における住民のウェル
ビ－イング度の向上

あらゆる世代の市民が仮に困難に直面していたとしても多様な形
で社会とつながり、学び、働く機会を得る「地域循環共生圏」が
全国各地で形成され、そこで暮らす住民全体のウエルビーイング
も向上している。

身寄りのない高齢者に対するセーフティネットが構築されると共
に、困難に直面している子どもや若者も、地域で他者とつなが
り、キャリアを描ける環境が整っている。

①本事業により形成されたセーフティネットによって
孤独・孤立状態が解消された高齢者の数
②本事業によって、他者とつながりキャリアプランを
描いた困難に直面する子ども・若者の数

①ゼロ
②ゼロ

①１０００人
②５００人

①ゼロ
②（横浜市が開発した）横浜型ウエ
ルビーイング指標に基づいて採択後
に調査、設定する

空き家や廃校など地域資源を活用した拠点では、サーキュラーエ
コノミーplusの実践が常態化している。

①（本事業を通じて形成された）サーキュラーエコノ
ミーplusステーションの数
②各サーキュラーエコノミーplusステーションで年間
に展開されている事業プログラム数

①ゼロ
②ゼロ

①３０か所
②１２プログラム

モザイク型ジョブマッチングの仕組みを通じて、サーキュラーエ
コノミー領域での多様な働き方が当たり前となり、病気や障害な
どに直面している就労困難者が、地域で生き生きと働いている。

①１０００人
②（横浜市が開発した）横浜型ウエ
ルビーイング指標に基づいて採択後
に調査、設定する

①（本事業を通じて）社会経済的に自立し、地域社会
とつながった就業困難者の人数
②（本事業を通じて）就業に至った就業困難者のウエ
ルビーイングの向上

①構築されていない。 ①構築されている

モニタリング

①ゼロ
②（横浜市が開発した）横浜型ウエ
ルビーイング指標に基づいて採択後
に調査、設定する

①２０か所
②（横浜市が開発した）横浜型ウェ
ルビーイング指標に基づいて採択後
に調査、設定する

①当該事業を実施するために各実行団体が、ネット
ワークした団体（ローカル・ゼブラ企業やNPO法人、
社福法人、リビングラボ、自治体等）の数

①ゼロ ①１００以上

各実行団体が設定した地域循環共生圏において、実行団体が定常
的にサーキュラーエコノミーに関わるソーシャル・ビジネスのモ
デルを創発し、展開している。

①資金分配団体と実行団体が連携した、サーキュラー
エコノミーに関わるソーシャル・ビジネスを創発する
ための「ローカル・ゼブラ・イノベーション・ハブ」
（仮称）の構築。

各実行団体が設定した地域循環共生圏において、実行団体がロー
カル・ゼブラ企業を中心とする官民の多様な主体が集い、共創す
るためのプラットフォームを形成している。



143/200字

98/200字

125/200字

120/200字

129/200字

103/200字

129/200字

(3)-1 活動：資金支援 ※資金分配団体入力項目 時期
ローカル・ゼブラ企業育成セミナーの実施：実行団体の重要なパートナーとなるロカール・ゼブラ企業とリビングラボを発掘し、育成するためのセミナーを対象となる各地域（地域循環共生圏）で、資金分配団体
の支援を受けながら実行団体が実施する。セミナーの講師は、ソーシャル・アントレプレナーなどを想定。

２０２６年２月～３月

モザイク型ジョブマッチングシステムの構築 ：資金分配団体がパーソナルAIを活用し、雇用者（ローカル・ゼブラ企業）と就業困難者をスポットワークを通じて結びつけるシステムを構築し、各実行団体に提供す
る。

２０２６年４月～５月

２０２６年４月～６月

サーキュラーエコノミーplusステーションでの相談・セミナー・居場所づくり・運営：困難に直面しているあらゆる世代の市民を対象に、サーキュラーエコノミーplusステーションにおいて、実行団体が、相談、
セミナー、日常的な居場所づくり・運営を行う

２０２６年７月～２０２９年３月

モザイク型ジョブマッチングシステムを活用したジョブマッチングの実施 ：実行団体は、資金分配配団体が提供したモザイク型ジョブマッチングシステムを活用し、サーキュラーエコノミーplusステーションにお
いて、ローカル・ゼブラ企業と就業困難者とのマッチング事業を行う。

２０２６年７月～２０２９年３月

空き家や空き店舗等を活用した拠点整備：資金分配団体の支援を受けて、実行団体がモデルゾーン内の空き家・空き店舗等を活用して、困難に直面している市民を中心とした、地域住民のDIYによって、活動拠点
（サーキュラーエコノミーplusステーション)を整備する。

対象モデルゾーン（地域循環共生圏）内でのサーキュラーエコノミー活動の推進 ：実行団体は対象モデルゾーン内でローカル・ゼブラ企業による就業困難者を雇用したサーキュラーエコノミー関連の事業のプロ
モーションを行う。

２０２６年７月～２０２９年３月

２０２６年７月～２０２９年３月対象モデルゾーン（地域循環共生圏）内でのサーキュラーエコノミー体験プログラムの推進 ：実行団体は対象モデルゾーン内で、身寄りのない高齢者や困難に直面している子ども・若者を主な対象とする仲間づく
りを兼ねたサーキュラーエコノミーに関連する体験プログラムを実施する。

①構築されていない

サーキュラ―エコノミーplus推進にあたっての資金分配団体と横
浜市との連携関係がさらに拡充すると共に、その連携関係が、実
行団体と他の自治体との関係にも広がっている。

①資金分配団体と横浜市との連携関係をモデルとし
て、実行団体と当該団体が主たる活動エリアとする自
治体がサーキュラ―エコノミーの推進についての連携
協定を結んでいる。

①資金分配団体と横浜市のみがサー
キュラ―エコノミーに関する連携協
定を結んでいる

①３つの実行団体が自治体とサー
キュラ―エコノミーの推進について
連携協定を結んでいる。

今回の事業を通じて創発するモザイク型ジョブマッチングの仕組
みが、事業終了後も資金分配団体や実行団体によって運用され、
各団体の経営基盤の強化に寄与している。

①利益をもたらしながら運用されて
いる。

①モザイク型ジョブマッチングの仕組みが構築され、
資金分配団体や実行団体に利益をもたらしながら運用
されている。



152/200字

112/200字

158/200字

143/200字

171/200字

94/200字

139/200字

Ⅴ.広報戦略および連携・対話戦略

193/200字

182/200字

Ⅵ.出口戦略・持続可能性について 助成期間終了後も社会課題の解決に向けた活動を継続させる戦略・計画を記入してください。

400/400字

375/400字

(3)-2 活動：組織基盤強化・環境整備：非資金的支援 時期
地域循環共生圏における共創のプラットフォーム形成支援：実行団体が地域循環共生圏において、共創のプラットフォーム形成のために多様な官民の主体をネットワークできるよう、資金分配団体のスタッフは、
実行団体とオンライン等で定期的に協議を行うと共に、必要に応じて現地に赴き、実行団体と共にモデルゾーン内の各種団体の調整を行う。

２０２６年７月～２０２９年３月

地域循環共生圏形成に向けたプロモーションイベントの実施・参加：実行団体は、対象モデルゾーン内外で地域循環共生圏形成に向けて資金分配団体が実施する「サーキュラーエコノミーplusエキスポ」などのプ
ロモーションイベントに参加する

２０２６年７月～２０２９年３月

２０２６年７月～２０２９年３月対象モデルゾーン（地域循環共生圏）内での地域の活動主体と社会資源のネットワーク化： 対象モデルゾーン内のローカル・ゼブラ企業やNPO法人、社福法人、リビングラボ等の地域の活動主体と農地山林（含む
休耕地）河川や海岸などの環境・自然資源とサーキュラーエコノミーの推進に寄与する官民の施設のネットワーク化を図る。

地域循環共生圏における活動拠点（サーキュラ―エコノミーplusステーション）整備支援：実行団体がモデルゾーン内で、活動拠点（サーキュラ―エコノミーplusステーション）を整備するにあたって、資金分配
団体のスタッフは、現地に趣き、実行団体が地域住民と共に、DIYで整備することを支援する。

２０２６年７月～２０２９年３月

「ローカル・ゼブラ・イノベーション・ハブ」（仮称）の構築： 資金分配団体は本事業での成果実績に基づき、ローカル・ゼブラ企業やリビングラボが、サーキュラーエコノミーに関わるソーシャル・ビジネスを
定常的に創発し、サーキュラ―エコノミーに関するマーケットを拡充するための中間支援組織として「ローカル・ゼブラ・イノベーション・ハブ」（仮称）を構築する。

２０２６年７月～２０２９年３月

モザイク型ジョブマッチングの仕組みのビジネス化：資金分配団体及び実行団体の運営基盤の安定を目指して、両団体が運用するモザイク型ジョブマッチングの仕組みが利益を挙げ続けるようビジネス化する。 ２０２６年７月～２０２９年３月

サーキュラ―エコノミーの推進についての自治体との連携協定の締結：地域循環共生圏において、官民連携でサーキュラ―エコノミーが進む社会環境が形成されるよう、資金分配団体は横浜市との連携協定を参考
にしながら、実行団体が、モデルゾーンの自治体と連携協定を結ぶことを促し、アドバイスする。

２０２６年７月～２０２９年３月

資金分配団体

実行団体

広報戦略

連携・対話戦略

資金分配団体は本事業終了時に、①自走できるソーシャルビジネスとして支援可能な事業と、②ビジネス化するのが困難で助成や補助金・公的資金等に頼らなければ解
決が難しい事業とに地域課題を分類し、前者についてソーシャル・ビジネス形成支援を継続する。前者における具体的出口戦略は、ローカル・ゼブラ企業やリビングラ
ボがソーシャル・ビジネスを定常的に創発し、サーキュラ―エコノミー市場拡充ための中間支援組織を構築し、この中間支援組織において地域循環共生圏でのソーシャ
ルビジネスの可能性を探る市場調査、起業支援、人材育成支援等を行うこと、本事業により構築されたモザイク型ジョブマッチングの仕組みを有効活用し、資金分配団
体及び実行団体が社会課題解決の取組を通じて持続的に収益を得るエコシステムを形成すること、横浜市との連携協定に基づき、ビジネスを通じた社会課題解決のため
の社会的土壌を官民で耕し続けること等が挙げられる。

資金分配団体が、上記出口戦略において自走できるソーシャルビジネスとして支援可能であると分類した事業を行う実行団体は、本事業終了後、資金分配団体が構築す
る中間支援組織と連携することで、それぞれの地域循環共生圏の特性や課題に応じて、サーキュラーエコノミーplusステーション（空き家、空き店舗）の空間を活用し
た新たなソーシャルビジネスや地域循環共生圏内の自然・社会資源を活用し、就業困難者が参画できる仕事興しのプロジェクトを検討・創発・実施し続ける。また本事
業終了後に資金分配団体によって構築されるモザイク型ジョブマッチングのエコシステムを有効活用し、団体として利益を上げ続けることのできる基盤を形成する。さ
らに資金分配団体に習い、関係する自治体と連携協定を結ぶことで、地域循環共生圏内の課題をビジネスを通じて解決するための社会的土壌を官民で耕し続ける。

本団体は、横浜市及び他2社とリビングラボを通じてサーキュラーエコノミーを推進する連携協定を締結しており、この協定に基づき、サーキュラーエコノミーplusを
官民連携で進めるためのメディアプラットフォーム「＃おたがいハマ」を運営している。この「＃おたがいハマ」を軸に、実行団体の取組をSNSや動画等を通じて日常
的に発信することで共感の輪を広げ、さらなる協力者や担い手を発掘し、増やしていく。

本事業では、困難に直面しているあらゆる世代の当事者をまんなかに置き、地域住民・行政・企業・NPOなど多様な主体との連携を進めるため、サーキュラーエコノ
ミーplusステーションでのリアルな対話の機会や「＃おたがいハマ」を活用したオンラインでの対話を定期的に実施することで、実行団体と他の主体との相互理解と協
働を深め、モデルゾーンごとに課題解決に向けた共創体制を築く。



(4)コンソーシアム利用有無 あり



資金計画書 バージョン
（契約締結・更新回数）

1

資金分配団体 2025年度通常枠 bt202500001
2025/10/01 2029/03/31

事業名
団体名
事業名
団体名

プログラムオフィサー関連経費
評価関連経費

申請団体/事業種別
事業期間

資金分配団体

実行団体

実行団体への助成

事業費 182,140,000

155,000,000

14,430,000

ローカル・ゼブラ企業によるサーキュラーエコノミーplus(横浜
横浜サーキュラー・エコノミーPlusコンソーシアム

助成金

合計

資金分配団体用
実行団体用

27,140,000
16,000,000

管理的経費

212,570,000
7,750,000
6,680,000

～



資金計画書資料　①助成概要

1. 事業費 [円]
2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 合計

12,272,000 56,656,000 56,606,000 56,606,000 182,140,000
5,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 155,000,000

7,272,000 6,656,000 6,606,000 6,606,000 27,140,000 14.9%

2. プログラム・オフィサー関連経費 [円]
2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 合計

1,600,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 16,000,000
1,600,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 16,000,000

0 0 0 0 0

3. 評価関連経費 [円]
2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 合計

1,120,000 4,270,000 4,270,000 4,770,000 14,430,000 －
870,000 1,770,000 1,770,000 2,270,000 6,680,000 3.7%
250,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 7,750,000 5.0%

4. 合計 [円]
2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 合計

14,992,000 65,726,000 65,676,000 66,176,000 212,570,000

事業費 (A)/実行団体
への助成に対する割合

助成上限に抵触した場
合、ERROR表示

助成金計(A+B+C)

管理的経費

その他経費

プログラム・オフィサー関連経費 (B)

実行団体用

プログラム・オフィサー人件費等

資金分配団体用
評価関連経費 (C)

事業費 (A)

事業費(A)に対する割
合

助成上限に抵触した場
合、ERROR表示

実行団体への助成
－



資金計画書資料　②自己資金・民間資金

(1)事業費の補助率

助成期間合計 79.8% FALSE

【参考】年度別の助成金による補助率(A/(A+D))
2025年度 2026年度 2027年度 2028年度

補助率 55% 83% 83% 83%
10,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

(2)自己資金・民間資金からの支出予定
自己資金・民間資金からの支出予定について、調達予定額、調達方法、調達確度等を記載してください。

年度 予定額[円] 調達方法 調達確度
2025年度 10,000,000 内部留保 B:内諾済
2026年度 12,000,000 内部留保 B:内諾済
2027年度 12,000,000 内部留保 B:内諾済
2028年度 12,000,000 内部留保 B:内諾済

特例申請対象

特例申請について
事業費のうち自己資金・民間資金による負担を20%未満とすることを申請する場合は「自己資金に関する申請書」に理由等を明示してください。
特例申請が認められた場合でも、複数年度の事業では、最終年度の補助率は 80％以下とします。

自己資金・民間資金合計 (D)

46,000,000

説明（調達元、使途等）

助成金による補助率(A/(A+D))

株式会社Solar Crewが拠出
株式会社Solar Crewが拠出
株式会社Solar Crewが拠出
株式会社Solar Crewが拠出

必須入力セル 任意入力セル



  
(1)団体組織情報

(2)代表者情報

(3)役員

(4)職員・従業員

事務局体制の備考

非常勤職員・従業員数［人］ 0
有給［人］ 0
無給［人］ 0

職員・従業員数［人］ 3
常勤職員・従業員数［人］ 3

有給［人］ 0
無給［人］ 3

理事・取締役数［人］ 3
評議員［人］ 0
監事/監査役・会計参与数［人］ 1

上記監事等のうち、公認会計士または税理士数［人］ 0

氏名
役職

役員数［人］ 4

代表者(2)
フリガナ

代表者(1) 氏名 河原 勇輝
役職 代表理事

フリガナ カワハラ ユウキ

設立年月日 2018/05/18
法人格取得年月日

電話番号 09060094625

WEBサイト(URL)

団体WEBサイト https://livinglabsupportoffice.yokohama/

その他のWEBサイト
(SNS等)

都道府県 神奈川県
市区町村 横浜市磯子区中原
番地等 4-1-30

団体情報入力シート

団体名 一般社団法人YOKOHAMAリビングラボサポートオフィス
郵便番号 231-0005

団体種別法人格 一般社団法人 資金分配団体/活動支援団体





(12))休眠預金事業の採択実績または申請中・申請予定

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

申請中・申請予定又は採択された
事業名

番号

対象 申請
左記で実行団体・支援対象団体として申請中・申請予定又は採択された
場合

年度 事業 種別・状況
申請中・申請予定又は採択された
資金分配団体又は活動支援団体名



  
(1)団体組織情報

(2)代表者情報

(3)役員

(4)職員・従業員

事務局体制の備考

非常勤職員・従業員数［人］ 1
有給［人］
無給［人］ 1

職員・従業員数［人］ 3
常勤職員・従業員数［人］ 2

有給［人］
無給［人］ 2

理事・取締役数［人］ 5
評議員［人］ 0
監事/監査役・会計参与数［人］ 1

上記監事等のうち、公認会計士または税理士数［人］ 0

氏名
役職

役員数［人］ 6

代表者(2)
フリガナ

代表者(1) 氏名 黒澤 史津乃
役職 代表理事

フリガナ クロサワ シヅノ

設立年月日 2024/03/25
法人格取得年月日

電話番号 045-900-4551

WEBサイト(URL)

団体WEBサイト https://yokohama-inosui.or.jp/

その他のWEBサイト
(SNS等)

都道府県 神奈川県
市区町村 横浜市磯子区
番地等 中原4丁目1番30号

団体情報入力シート

団体名 一般社団法人横浜イノベーション推進機構
郵便番号 235-0036

団体種別法人格 一般社団法人 資金分配団体/活動支援団体





(12))休眠預金事業の採択実績または申請中・申請予定

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

申請中・申請予定又は採択された
事業名

番号

対象 申請
左記で実行団体・支援対象団体として申請中・申請予定又は採択された
場合

年度 事業 種別・状況
申請中・申請予定又は採択された
資金分配団体又は活動支援団体名



  
(1)団体組織情報

(2)代表者情報

(3)役員

(4)職員・従業員

事務局体制の備考

非常勤職員・従業員数［人］ 0
有給［人］ 0
無給［人］ 0

職員・従業員数［人］ 2
常勤職員・従業員数［人］ 2

有給［人］ 2
無給［人］

理事・取締役数［人］ 1
評議員［人］ 0
監事/監査役・会計参与数［人］ 0

上記監事等のうち、公認会計士または税理士数［人］ 0

氏名
役職

役員数［人］ 1

代表者(2)
フリガナ

代表者(1) 氏名 河原 瑠奈
役職 代表取締役

フリガナ カワハラ ルナ

設立年月日 2021/07/15
法人格取得年月日

電話番号 09060094625

WEBサイト(URL)

団体WEBサイト https://solarcrew.jp/

その他のWEBサイト
(SNS等)

都道府県 神奈川県
市区町村 横浜市磯子区中原
番地等 4-1-30

団体情報入力シート

団体名 株式会社solar crew
郵便番号 231-0005

団体種別法人格 株式会社（有限会社を含む） 資金分配団体/活動支援団体





(12))休眠預金事業の採択実績または申請中・申請予定

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

申請中・申請予定又は採択された
事業名

番号

対象 申請
左記で実行団体・支援対象団体として申請中・申請予定又は採択された
場合

年度 事業 種別・状況
申請中・申請予定又は採択された
資金分配団体又は活動支援団体名



2023/11/2版

※黄色セルは記入が必要な箇所です。「記入箇所チェック」欄２箇所で、記入漏れがないかご確認をお願いします。

事業名： 記入箇所チェック
確認が必要です。C3～5セルのいずれかに未記入
があります。

団体名： YOKOHAMAリビングラボ・サポート・オフィス

過去の採択状況： 通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されていない。

記入完了 確認が必要です。F列に未記入があるか、提出時期
と整合していません（E列が「内定後提出」「提出不
要」の場合は空欄にしてください）

記入完了

(参考)JANPIAの規
程類

提出時期（選択） 根拠となる規程類、指針等 必須項目の該当箇所
※条項等

. . .

公募申請時に提出 定款 第14条

公募申請時に提出 定款 第１５条

公募申請時に提出 定款 第１６条

公募申請時に提出 定款 第１５条

公募申請時に提出 定款 第１３条

公募申請時に提出 定款 第１９条

公募申請時に提出 定款 第２０条

社団法人のため提出しな
い

. . .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

. . .

内定後1週間以内に提出

公募申請時に提出 定款 第２９条

内定後1週間以内に提出

公募申請時に提出 定款 第３０条

内定後1週間以内に提出

公募申請時に提出 定款 第３１条

公募申請時に提出 定款 第３２条

公募申請時に提出 定款 第３１条

. . .

理事の職務権限規程 内定後1週間以内に提出

. . .

監事監査規程 公募申請時に提出 定款 第２４条

. . .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

. . .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

・定款
・理事会規則

役員及び評議員の報酬
等並びに費用に関する
規程

（２）理事の構成
「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の総
数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 理事会の運営に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

・倫理規程
・ハラスメントの防止に関
する規程

（３）私的利益追求の禁止

（６）ハラスメントの防止

（１）基本的人権の尊重

（４）利益相反等の防止及び開示

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行
為を行わない」という内容を含んでいること

　規程類必須項目確認書（社団・財団・NPO法人等）

規程類に含める必須項目

（２）招集権者

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた上で行う」とい
う内容を含んでいること
※社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに議決権の行使に関する除
外規定は必須としないこととします。

・評議員会規則
・定款

定款

（１）理事の構成
「各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総数の
３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 理事の構成に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。以下、「規程類」という。）に以下の必須項目が含まれていることを確認し、本エクセル別シートの「記入例」に倣って該当箇所を記載してください。
過去の採択状況に関係なく、全団体、該当箇所への記載が必要です。

〈注意事項〉
◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html
◎申請時までに整備が間に合わず後日提出するとした規程類に関しては、助成申請書で誓約いただいているとおり、内定通知後1週間以内にご提出ください。なお、後日提出時において本様式も併せてご提出ください。
◎過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部分のみ提出をお願いしま
す。
◎以下の必須項目は、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人を想定したものです。これ以外の法人については、表を参考に整備してください。なお、ご不明点等はJANPIAへご相談ください。

記入箇所チェック　※3か所とも「記入完了」となるようにしてください。

⚫ 社員総会・評議員会の運営に関する規程

（１）開催時期・頻度

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議（過半数か3分の2か）

（１）開催時期・頻度

（２）招集権者

（３）招集理由

監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してください

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」という内
容を含んでいること

（５）決議事項

（６）決議　（過半数か3分の2か）

⚫ 理事の職務権限に関する規程

⚫ 監事の監査に関する規程

JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担が規定さ
れていること

（４）招集手続

（７）議事録の作成

⚫ 倫理に関する規程

（１）役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額

⚫ 役員及び評議員の報酬等に関する規程

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）

（２）報酬の支払い方法



内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

. .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

. . .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

. . .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

. . .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

公募申請時に提出 定款 第３４条

. . .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

. . .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

. . .

情報公開規程 内定後1週間以内に提出

. . .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

. . .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

公募申請時に提出 定款 第３４条２項

内定後1週間以内に提出

公募申請時に提出 定款 第３３条

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別

（２）通報者等への不利益処分の禁止
「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン（平成28
年12月9日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

⚫ 組織（事務局）に関する規程

（２）職制

（１）組織（業務の分掌）

コンプライアンス規程

内部通報（ヘルプライ
ン）規程

事務局規程

経理規程

リスク管理規程

給与規程

文書管理規程

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁止
のための自己申告等に
関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、特
別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組織にお
いて内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること

⚫ コンプライアンスに関する規程

（７）情報開示及び説明責任

⚫ 内部通報者保護に関する規程

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）

（８）個人情報の保護

⚫ 利益相反防止に関する規程

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を防ぐ
措置」について具体的に示すこと

（１）コンプライアンス担当組織
実施等を担う部署が設置されていること

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う部署が設
置されている 」という内容を含んでいること

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公
表する」という内容を含んでいること

（３）職責

（４）事務処理（決裁）

（６）収支予算

（７）決算

（２）会計処理の原則

（５）金銭の出納保管

（２）給与の計算方法・支払方法

（４）勘定科目及び帳簿

（１）区分経理

以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業計画、収支予算
３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録

⚫ 職員の給与等に関する規程

（１）基本給、手当、賞与等

⚫ 文書管理に関する規程

⚫ 情報公開に関する規程

（１）決裁手続き

（２）文書の整理、保管

（３）保存期間

⚫ 経理に関する規程

⚫ リスク管理に関する規程

（１）具体的リスク発生時の対応

（２）緊急事態の範囲

（３）緊急事態の対応の方針

（４）緊急事態対応の手順
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※黄色セルは記入が必要な箇所です。「記入箇所チェック」欄２箇所で、記入漏れがないかご確認をお願いします。

事業名： 2025年度 助成 資金分配団体公募 記入箇所チェック 記入完了

団体名： 一般社団法人横浜イノベーション推進機構

過去の採択状況： 通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されていない。

記入完了 記入完了 記入完了

(参考)JANPIAの規
程類

提出時期（選択） 根拠となる規程類、指針等 必須項目の該当箇所
※条項等

. . .

公募申請時に提出 定款 第１５条

公募申請時に提出 定款 第１６条

公募申請時に提出 定款 第１４条

公募申請時に提出 定款 第１７条

公募申請時に提出 定款 第１４条

公募申請時に提出 定款 第１９条

公募申請時に提出 定款 第２３条

公募申請時に提出 定款
第３７条②
第１６条

. . .

公募申請時に提出 定款 第２５条③

公募申請時に提出 定款 第５３条

. . .

公募申請時に提出 定款 第３５条

公募申請時に提出 定款 第３５条

公募申請時に提出 定款 第３４条

公募申請時に提出 定款 第３５条

公募申請時に提出 定款 第３４条

公募申請時に提出 定款 第３７条

公募申請時に提出 定款 第４０条

公募申請時に提出 定款 第３７条②

. . .

理事の職務権限規程 公募申請時に提出 定款 第２６条

. . .

監事監査規程 公募申請時に提出 定款 第２７条

. . .

公募申請時に提出 定款 第３０条

公募申請時に提出 定款 第３０条

. . .

公募申請時に提出 倫理規程 第３条

公募申請時に提出 倫理規程 第４条

公募申請時に提出 倫理規程 第５条

公募申請時に提出 倫理規程 第６条

公募申請時に提出 倫理規程 第７条

公募申請時に提出 ハラスメントの防止に関する規程 全条

⚫ 倫理に関する規程

（２）報酬の支払い方法

（１）理事の構成
「各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総数の
３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 理事の構成に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

（４）利益相反等の防止及び開示

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行
為を行わない」という内容を含んでいること

⚫ 役員及び評議員の報酬等に関する規程

⚫ 理事の職務権限に関する規程

⚫ 監事の監査に関する規程

JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担が規定さ
れていること

監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してください

役員及び評議員の報酬
等並びに費用に関する
規程

（１）役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額

規程類に含める必須項目

（２）招集権者

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた上で行う」とい
う内容を含んでいること
※社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに議決権の行使に関する除
外規定は必須としないこととします。

・評議員会規則
・定款

定款
（２）理事の構成
「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の総
数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 理事会の運営に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」という内
容を含んでいること

⚫ 社員総会・評議員会の運営に関する規程

（１）開催時期・頻度

（３）招集理由

（４）招集手続

　規程類必須項目確認書（社団・財団・NPO法人等）

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。以下、「規程類」という。）に以下の必須項目が含まれていることを確認し、本エクセル別シートの「記入例」に倣って該当箇所を記載してください。
過去の採択状況に関係なく、全団体、該当箇所への記載が必要です。

〈注意事項〉
◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html
◎申請時までに整備が間に合わず後日提出するとした規程類に関しては、助成申請書で誓約いただいているとおり、内定通知後1週間以内にご提出ください。なお、後日提出時において本様式も併せてご提出ください。
◎過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部分のみ提出をお願いしま
す。
◎以下の必須項目は、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人を想定したものです。これ以外の法人については、表を参考に整備してください。なお、ご不明点等はJANPIAへご相談ください。

記入箇所チェック　※3か所とも「記入完了」となるようにしてください。

（５）決議事項

（６）決議（過半数か3分の2か）

（１）開催時期・頻度

・定款
・理事会規則

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議　（過半数か3分の2か）

（１）基本的人権の尊重

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）

（３）私的利益追求の禁止

（６）ハラスメントの防止

・倫理規程
・ハラスメントの防止に関
する規程



公募申請時に提出 倫理規程 第８条

公募申請時に提出 倫理規程 第９条

. . .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

公募申請時に提出 倫理規程 第６条２

. . .

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第７条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第５条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第１０条

. . .

公募申請時に提出 内部通報規程 第４条

公募申請時に提出 内部通報規程 第１０条

. . .

公募申請時に提出 事務局規程 第２条

公募申請時に提出 事務局規程 第３条

公募申請時に提出 事務局規程 第４章

公募申請時に提出 事務局規程 第５章

. . .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

. . .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

. . .

情報公開規程 内定後1週間以内に提出

. . .

公募申請時に提出 リスク管理規程 第６条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第１２条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第１５条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第１１条

. . .

公募申請時に提出 経理規程 第５条

公募申請時に提出 経理規程 第３条

公募申請時に提出 経理規程 第２１条

公募申請時に提出 経理規程 第２章

公募申請時に提出 経理規程 第２２条

公募申請時に提出 経理規程 第３章

公募申請時に提出 経理規程 第７章

⚫ 組織（事務局）に関する規程

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）

（４）緊急事態対応の手順

（１）組織（業務の分掌）

⚫ 職員の給与等に関する規程

以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業計画、収支予算
３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録

⚫ 文書管理に関する規程

（１）基本給、手当、賞与等

（２）文書の整理、保管

（３）保存期間

（２）緊急事態の範囲

（３）緊急事態の対応の方針

給与規程

（２）給与の計算方法・支払方法

⚫ 情報公開に関する規程

（１）決裁手続き

（７）決算

⚫ 経理に関する規程

（１）区分経理

経理規程

（２）会計処理の原則

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別

（４）勘定科目及び帳簿

（５）金銭の出納保管

文書管理規程

リスク管理規程

（６）収支予算

⚫ リスク管理に関する規程

（１）具体的リスク発生時の対応

（２）職制

（３）職責

コンプライアンス規程

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う部署が設
置されている 」という内容を含んでいること

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公
表する」という内容を含んでいること

内部通報（ヘルプライ
ン）規程（２）通報者等への不利益処分の禁止

「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン（平成28
年12月9日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

⚫ 内部通報者保護に関する規程

事務局規程

（４）事務処理（決裁）

⚫ コンプライアンスに関する規程

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を防ぐ
措置」について具体的に示すこと

（７）情報開示及び説明責任

（８）個人情報の保護

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁止
のための自己申告等に
関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、特
別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組織にお
いて内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること

⚫ 利益相反防止に関する規程

（１）コンプライアンス担当組織
実施等を担う部署が設置されていること
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※黄色セルは記入が必要な箇所です。「記入箇所チェック」欄２箇所で、記入漏れがないかご確認をお願いします。

事業名：
ローカルゼブラ企業とリビングラボによるサーキュラー・エコノミーPlus（横浜型地域循環
型経済）の推進

記入箇所チェック 記入完了

団体名： 株式会社solar crew

過去の採択状況： 通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されていない。

記入完了 記入完了 記入完了

(参考)JANPIAの規程
類

提出時期（選択） 根拠となる規程類、指針等 必須項目の該当箇所
※条項等

. . .

公募申請時に提出 定款 第14条

公募申請時に提出 定款 第12条

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

公募申請時に提出 定款 第16条

公募申請時に提出 定款 第18条

. . .

取締役会を設置していな
いため提出不要

取締役会を設置していな
いため提出不要

. . .

取締役会を設置していな
いため提出不要

取締役会を設置していな
いため提出不要

取締役会を設置していな
いため提出不要

取締役会を設置していな
いため提出不要

取締役会を設置していな
いため提出不要

取締役会を設置していな
いため提出不要

取締役会を設置していな
いため提出不要

取締役会を設置していな
いため提出不要

. . .

理事の職務権限規程 公募申請時に提出 定款 第21条

. . .

監事監査規程
内定後1週間以内に提
出

. . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

. . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

. . .

定款

・倫理規程
・ハラスメントの防止に関
する規程

役員及び評議員の報酬
等並びに費用に関する
規程

・定款
・理事会規則

⚫ 監査役の監査に関する規程

監査役の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
※監査役を設置していない場合は、株主総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してください

（１）役員（置いている場合にのみ）の報酬の額

（２）報酬の支払い方法

規程類に含める必須項目

⚫ 株主総会の運営に関する規程

⚫ 役員の報酬等に関する規程

【参考】JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担
が規定されていること

⚫ 取締役の職務権限に関する規程

⚫ 取締役の構成に関する規程　※取締役会を設置していない場合は不要です。

（１）取締役の構成
「各取締役について、当該取締役及びその配偶者又は３親等内の親族等である取締役の合計数が、取締役
の総数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 取締役会の運営に関する規程　※取締役会を設置していない場合は不要です。

（１）開催時期・頻度

（２）取締役の構成
「他の同一の団体の取締役である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある取締役の合計数が、取締
役の総数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

（２）招集権者

（３）招集理由

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。以下、「規程類」という。）に以下の必須項目が含まれていることを確認し、本エクセル別シートの「記入例」に倣って該当箇所を記載してください。
過去の採択状況に関係なく、全団体、該当箇所への記載が必要です。

〈注意事項〉
◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html
◎申請時までに整備が間に合わず後日提出するとした規程類に関しては、助成申請書で誓約いただいているとおり、内定通知後1週間以内にご提出ください。なお、後日提出時において本様式も併せてご提出ください。
◎過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部分のみ提出をお願いしま
す。
◎以下の必須項目は、株式会社を想定したものです。なお、ご不明点等はJANPIAへご相談ください。

記入箇所チェック　※3か所とも「記入完了」となるようにしてください。

（７）議事録の作成

　規程類必須項目確認書（株式会社）

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議（過半数か3分の2か）

（２）招集権者

（１）開催時期・頻度

・定款

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議　（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「取締役会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する取締役を除いた上で行う」とい
う内容を含んでいること

（１）基本的人権の尊重

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）

（３）私的利益追求の禁止

⚫ 倫理に関する規程

⚫ 利益相反防止に関する規程

（４）利益相反等の防止及び開示

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行
為を行わない」という内容を含んでいること

（６）情報開示及び説明責任

（６）ハラスメントの防止

（７）個人情報の保護



内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

. . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

. . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

. . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

. . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

. . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

. . .

情報公開規程
内定後1週間以内に提
出

. . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

. . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁止
のための自己申告等に
関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則

コンプライアンス規程

経理規程

リスク管理規程

（２）会計処理の原則

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別

（４）勘定科目及び帳簿

（５）金銭の出納保管

（６）収支予算

（７）決算

⚫ 経理に関する規程

（１）区分経理

（１）具体的リスク発生時の対応

（４）緊急事態対応の手順

（２）緊急事態の範囲

（３）緊急事態の対応の方針

⚫ 情報公開に関する規程

⚫ リスク管理に関する規程

以下の１.～３.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、キャッシュフロー計算書
３. 取締役会、株主総会の議事録（休眠預金活用事業に係る部分）

内部通報（ヘルプライ
ン）規程

事務局規程

（２）職制

（１）組織（業務の分掌）

給与規程

文書管理規程（２）文書の整理、保管

（３）保存期間

（１）決裁手続き

（３）職責

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公
表する」という内容を含んでいること

（１）コンプライアンス担当組織
実施等を担う部署が設置されていること

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う部署が設
置されている 」という内容を含んでいること

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）

⚫ 内部通報者保護に関する規程

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を防ぐ
措置」について具体的に示すこと

⚫ コンプライアンスに関する規程

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、役職員、その他の事業協力団体の関係者に対し、特別の利益を与えないもの
である」という内容を含んでいること

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組織にお
いて内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること

⚫ 文書管理に関する規程

（２）給与の計算方法・支払方法

（２）通報者等への不利益処分の禁止
「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン（平成28
年12月9日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

⚫ 組織（事務局）に関する規程

（４）事務処理（決裁）

（１）基本給、手当、賞与等

⚫ 職員の給与等に関する規程
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